
 泉大津市スポーツ施設運営委員会（第２回） 

■第２回会議の議事概要  

日 時：令和５年１０月３０日（月）午後３時～午後４時 

場 所：市役所職員会館３階集会室 

出 席：冨山委員、原田委員、木野委員、小池委員、櫻澤委員 

    竹内教育長 

事務局：（教育委員会事務局）丸山部長、鍋谷次長兼教育政策統括監、大和課長、 

    梶川係長、永田、（都市づくり政策課）中野係長、（地域経済課）岩住補佐 

    指定管理者：(株)ティップネス山本課長、新井スポーツ施設長、倉橋スポーツ前施設長 

会議の公開  公開 

傍聴者    ０名 

 

開 会 

 

議 題 

１  令和４年度泉大津市スポーツ施設事業内容の評価について 

２  スポーツ施設におけるドローンの取扱いについて 

 

報 告 

  ①  学校体育施設空調利用について 

  ②  総合体育館空調工事について 

  ③  キャンプイベントについて 

 

議事概要  

議題 

１．令和４年度泉大津市スポーツ施設事業内容の評価について 

・各委員に作成していただいた、スポーツ施設運営委員会の評価シートを各評価項目ごとに、委員

より評価の理由や提案事項などを報告・審議した後、総合評価を決定した。 

【主な意見等の内容】 

    委員長：利用者が平等に利用できるよう、適正な利用許可がなされているかという点が、運営

方針についてだが、運営方針が非常に大局的なところであり、利用者の平等性等の設

置目的を理解しての運営ということに関しては、全く問題がなかったと思う。 

 

委員長：事業計画の実施、提案した事業計画の内容を適切に実施されているかについてだが、

コロナの影響で、非常に大幅な計画の見直し等を余儀なくされた部分があったと思

うが、今回は提案された事業内容が適切に実施されていると思う。 



 

職務代理者：職員の配置について、現場にいる従業員が適正にリーダーを育ていることは良かったと

思っている。引き続き、現場リーダーやリーダー以外でも人材を育てていってもらいた

い。 

 

委員 ：市への適切な報告連絡等ついて、評価は A として全体的に実施していると評価してい

るが、以前から継続して未実施の項目がある。覆面調査の市民モニターが計画に入って

いるが、今回においても見送られている。今後について、より良いサービスを期待した

い。 

 

委員長：安全対策、危機管理対策について、警備体制に加えて危機管理対策おいては、非常時緊

急時のことなので、日常的に目に触れない部門であり、計画としては十分に遂行してい

ると思う。 

 

 

委員 ：経理の状況について、収入が 300 万ほどマイナスであり、収支の差は計画で 650 万

弱のマイナスであったところが、実績でいくと 1300 万弱のマイナスとなっており、

予定よりも、マイナスになっている。どこまでの範囲を許容するのか、差が広がってい

くのはいい状態なのか。 

      公園維持管理事業での助松公園について、タイムズに委託しているが、計画では 545

万であるのに、実績が 959 万と 400 万ほど多く支払っている。なぜ計画より膨らん

でいるのか。 

委員 ： 24 時間管理する形に変更しているため費用が変わっている。一方で助松公園駐車場

の収入はプラスになっており、トータルで見ると、コスト、収入としては、そこまで変

化はしていない。体育館使用料が減っているところが要因としては大きいかと考える。

収入と支出のトータルが予算規模の 5％マイナスだが個人的には許容範囲だと考えて

いる。 

 

２．スポーツ施設におけるドローンの取り扱いについて 

・事務局からスポーツ施設におけるドローンの取り扱いに対する説明をした後、質疑、意見交換を

行う。 

【主な意見等の内容】 

 職務代理者：ドローンの規制は様々あるが、規制を外れるとしたら航空法の適用除外しかないと考え

る。適用除外となれば、泉大津市では人口密集地なので、屋内か１００グラム未満のド

ローンしかないので、しっかりとした話し合いが必要である。 

  

    委員長：サッカーや野球でスポーツしたいと思っている人たちがドローンの練習で予約できな

い状況は、無いようにしたいと考える。利用料で差別化を図ってはどうか。 



 

   委員 ：ドローンスクールを運営している人などが、利用する場合は、代表者が許可を受けていれ 

ば使用できる形にするのか。 

 

委員 ：ドローン当事者と自治体間では、ルールを決めておけば、トラブルは、そこまで起きない 

と考える。 

しかし、ドローンの飛行エリアが別の場所に入ってしまうと第三者とのトラブルが発生 

する可能性が考えられる。そうした場合のルール作りが必要となるので、他の自治体の 

ルールを集めることが必要ではないか。 

 

指定管理者：今回の目的外使用ということだが、どういったことが目的外であるか整理が必要ではな 

いか。 

 

 

報告 

 ①学校体育施設空調利用について 

 【議事進行】 

 ・事務局より学校体育施設空調利用について報告を行う。 

【主な意見等の内容】 

  質問・意見等、特になし 

 

 ②総合体育館空調工事について 

・事務局より総合体育館空調工事について報告を行う。 

【主な意見等の内容】 

  質問・意見等、特になし 

 

 ③キャンプイベントについて 

・事務局よりキャンプイベントについて報告を行う。 

【主な意見等の内容】 

委員 ：楽しそうなイベントかつ値段が魅力であるので、だんじり祭り等のイベントと重ならなけ

れば、さらに人が多くの集客が見込めると考えるのでお願いしたい。 

 

 

以上 

 


